利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
	事業所又は施設名
	ケアプランセンターネクスト

	申請するサービス種類
	居宅介護支援事業


	措　置　の　概　要

	１　利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置

苦情担当窓口を次のとおり設置する。

 ① 窓口設置場所 水戸市見川町2563-1218
ケアプランセンターネクスト
電話番号　029-350-4070
② 窓口開設時間 午前 9 時から午後 6 時まで

③ 対応者 大久保 隆明
２　円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

① 苦情又は相談があった際には、状況を詳細かつ正確に把握するため、場合によっては訪問を実施するなど、慎重に聞き取りや事情確認を行う。
② 特に当事業所に関する苦情である場合には、利用者側の立場に立って事実関係の特定を行う。
③ 相談担当者は速やかに、利用者の意見・主張を最大限に尊重した上で適切な対応方法を検討する。

④ 関係者への連絡調整を迅速かつ確実に行うとともに、必ず、利用者へ対応内容等の結果報告を行う。（時間を要する場合は一旦その旨を利用者へ伝え、進捗状況を適宜報告するなど、きめ細やかな対
 応を行う。）

⑤ 「苦情・相談対応記録」を作成し、例えば苦情とまでは言えない軽微な事案（相談・ご意見）であっても、サービスの質の向上のため拾い上げ、記録する。
⑥ サービス事業者に対する苦情があった場合、事実確認を迅速に行い、当該サービス事業者の管理者等と共同で対応する。なお、必要に応じて苦情内容についてサービス担当者会議等での報告を行い、全サービス事業者と共同で再発防止・サービス向上に取り組む。
３　その他参考事項
① 事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口など関係機関との協力により、常に利用者の利益を最優先に考え対応する。
② 利用者が希望する場合には、下記の窓口を案内する。
　 水戸市役所　介護保険課　029-232-9177
　 国民健康保険団体連合会　029-301-1565
③ 苦情がサービスの質の向上を図る上での貴重な財産になるとの認識を持ち、「苦情・相談対応記録」に記録した内容はそのつど再発防止に取り組むと同時に、今後のサービス向上のための方策について事業所全体で検討する。



